
　　

令和　　　　年 　 　　月 　　　日

2. 使用を終了したときは、その旨を市に報告し鍵の返却をすること。

氏　　  名
受付者

電  　　話

4. 清瀬市立老人いこいの家設置条例及び施行規則に違反しないこと。

申 請 者

住 　　 所
〒

清瀬市

使用人数 人

3. 使用中建物及びその付属物等に損害を生じたときは、これを賠償すること。

老人いこいの家使用の確認事項（該当するものにチェック✔してください）

□ 使用する者全員が市内に在住する60歳以上である。

□ 軽食や飲み物代以外の有償での活動（受講料等の発生する活動）でない。

□ 定員を超える人数でない。※「清瀬市老人いこいの家　利用定員」をご覧ください。

使用にあたりましては以下の項目について誓約いたします。

1. 設備を転貸しないこと。

令和8年4月改定

老人いこいの家使用申請書

　清瀬市長　　　 殿

下記の内容により老人いこいの家使用の申請をいたします。

使 用 日 時 令和　　　  年　 　　 月　　　　日（　　　　　）　
 午前・午後　　　　時　　　　分より

 午前・午後　　　　時　　　　分まで

使 用 内 容

使 用 場 所
該 当 箇 所 に ○

1.梅園　　　　　　　2.旭が丘　　　　　　　　　4.中里　　　　　　　5.松山

6.上清戸　　　　　　　7.いなり台　　　　　　　8.中清戸中央　　　　　　　9.元町

施設管理者への
使用の確認
どちらかに○

あり　　　　　　　　　　　　　　　　なし

使用団体名


